
徳島県社会福祉審議会の概要徳島県社会福祉審議会の概要徳島県社会福祉審議会の概要徳島県社会福祉審議会の概要

１ 設置根拠１ 設置根拠１ 設置根拠１ 設置根拠

社会福祉法 及び 徳島県社会福祉審議会設置条例

２ 審議事項２ 審議事項２ 審議事項２ 審議事項 （法第７条）

社会福祉に関する事項の調査審議

３ 委員の構成３ 委員の構成３ 委員の構成３ 委員の構成 （法第８条）

① 県議会の議員 ② 社会福祉事業に従事する者 ③ 学識経験のある者

４ 委員の任期４ 委員の任期４ 委員の任期４ 委員の任期 （条例第３条）

３年 （平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日まで）

５ 委員総数５ 委員総数５ 委員総数５ 委員総数 （条例第２条）

４０人 （平成２７年７月１４日現在）

６ 組織図６ 組織図６ 組織図６ 組織図

社会福祉審議会

民生委員審査専門分科会 ：民生委員の適否の審査に関する事項を調査審議

老人福祉専門分科会 ：老人福祉に関する事項を調査審議

身体障害者福祉専門分科会 ：身体障害者福祉に関する事項を調査審議

同審査部会

児童福祉専門分科会 ：児童福祉に関する事項を調査審議

同母子福祉資金審査部会

同児童相談所審査部会

同認定こども園等審査部会

地域福祉推進専門分科会 ：地域福祉支援計画に関する事項を調査審議


